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国連 PKO と東ティモールにおけるジェンダー主流化政策 

社会システム学科講師 大村
おおむら

啓
ひろ

喬
たか

 

紛争後の平和構築におけるジェンダー平等の重要性については、以前にRisk Flash No.135

「研究紹介」欄と No.141「フロント」欄で概説しました。ジェンダー平等化が紛争後の平

和構築にポジティブな効果があるとする国連は、今世紀に入ってからジェンダー平等化を

主要な任務とした国連 PKO をいくつも展開してきました。それでは具体的に、どのような

活動を国連 PKO は紛争経験国で行ったのでしょうか。ここでは、東ティモールで実施した

活動を紹介したいと思います。 

東ティモールの「伝統的」社会は、多くの国がそうであるように、家父長的男性社会で

あり、女性は政治的・経済的な決定権を持たない周縁的存在として、その社会的地位は決

して高くありません。出生率は途上国内でも上位に位置し、女児の教育水準も総じて男児

よりも低いという状況です。家庭内暴力（DV）も常態化しており、これらは社会問題の一

つとして問題視されてきました。 

そういった東ティモールにおいて、国連 PKO が支援したジェンダー平等化政策として以

下の３つのものが挙げられます。第一に、行政と司法分野での女性の保護と人権尊重への

取り組みがなされました。具体的には、家庭内暴力を防止するための DV法の法整備支援や、

厚生省に被害女性を保護・救済するための制度整備支援がなされたのです。次に、国連 PKO 

が積極的に取り組んだ第二の政策として、治安維持部門のジェンダー平等化があります。

治安維持部門におけるジェンダー教育を実施するとともに、女性警察官の採用が積極的に

図られました。そして、国連 PKO によるジェンダー主流化の第三番目の柱が、政治分野、

特に地方政治レベルでの女性の政治参加の促進でした。国連 PKO は、東ティモールの政治

過程において女性の意見（利益）を取り組むことを意図し、女性に対して一定の政治代表

の「枠」を設けたクォータ制の導入をサポートしました。 

上述の政策は、東ティモール社会の制度やルールのジェンダー平等化に対して大きな効

果があったといえます。しかし、制度やルールの変更が自動的に市民のジェンダー平等化

をめぐる「意識」までをも変化させるかは未知数です。国連 PKO によるジェンダー平等化

政策が本当の意味で効果があったのかをよりつぶさに把握するためには、現地市民の意識

を調査していくことが求められています。 
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近年、先進国多国籍企業の新興経済国(中国・インドなど)への直接投資(工場や研究開発

拠点の設立)がますます盛んになっている。しかし、これらの国への子会社の設立は、技術

者などの人材の引き抜き、垂直的取引関係などを通じた受入国の現地企業への技術流出リ

スクも伴っており、そのことを理由に新興国子会社に先端技術の移転を躊躇する企業も存

在している。 

 本論文では、企業間労働移動に伴い多国籍企業子会社から現地企業への技術流出が生じ

る状況における多国籍企業による子会社への技術移転投資と現地企業の技術(習得)投資行

動に関する理論モデルを構築している。従来の研究では、多国籍企業子会社と現地企業と

の間に技術格差がある場合、子会社は雇用している労働者に十分高い賃金(賃金プレミアム)

を支払うことによって現地企業への技術流出を防ぐことができることが確認されているが、

両企業の技術水準については外生的に与えられていた。本論文では、多国籍企業は技術流

出を防ぐためにある程度高い水準の技術を子会社に移転する誘因を持つ一方、現地企業は

子会社から労働者を引き抜く際のコストを安くするために子会社との技術格差を埋める技

術投資を行うものと考え、両企業の技術水準を内生化している。 

 その結果、両企業の初期時点での技術水準の格差が大きい時には、多国籍企業が高水準

の技術移転投資を行うことによって現地企業への技術流出を防ぐことができるケースが生

じる一方、格差が小さい時には、現地企業がある程度の技術投資を行うことによって子会

社からの労働者の引き抜きを通じて技術を獲得することが可能となるため、多国籍企業は

子会社に低水準の技術しか移転できないケースが生じうることが確認された。 

 一方、多国籍企業の受入国の経済厚生にとって、どちらのケースが望ましいのかは、両

企業がどの市場に製品を供給するのかに依存する。国外市場向けの製品の場合、現地企業

への技術流出が生じなくても多国籍企業が高い水準の技術を子会社に移転するケースの方

が受入国の経済厚生は高くなる一方、国内市場向けの製品の場合は、たとえ低水準の技術

であったとしても現地企業への技術流出が実現するケースの方が受入国の経済厚生は高く

なることが本論文では示されている。 
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経済学部講演会報告 

 7 月 12 日（土）、ジャーナリスト大高未貴氏による経済学部講演会『右でも左でもない

「従軍慰安婦問題」の真実―アメリカ・韓国・日本の取材報告』が開催されました。 

詳しくは、http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/eml/kouenkai2014/LE20140712otaka.htm を

ご覧ください。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊当リスクフラッシュをご覧頂いて、関心のある論文等ございましたら、下記事務局までメールでお問い合わせください。 
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 発行：滋賀大学経済学部附属リスク研究センター 

 編集委員：ロバート・アスピノール、大村啓喬、菊池健太郎、 

金秉基、久保英也、柴田淳郎、得田雅章、山田和代  
 

  滋賀大学経済学部附属リスク研究センター事務局 （Office Hours:月－金 10:00-17:00)

 〒522-8522 滋賀県彦根市馬場 1-1-1   TEL:0749-27-1404  FAX:0749-27-1189

  e-mail: risk@biwako.shiga-u.ac.jp 
  Web page : http://www.econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/2 

  
「リスクフラッシュご利用上の注意事項」 

  
 本規約は、滋賀大学経済学部附属リスク研究センター（以下、リスク研究センター）が配信する週刊情報誌「リスクフラッシュ」を購読希望され

る方および購読登録を行った方に適用されるものとします。 

  

【サービスの提供】 
1. 本サービスのご利用は無料ですが、ご利用に際しての通信料等は登録者のご負担となります。 
2. 登録、登録の変更、配信停止はご自身で行ってください。 
  
【サービスの変更・中止・登録削除】 
1. 本サービスは、リスク研究センターの都合により登録者への通知なしに内容の変更・中止、運用の変更や中止を行うことがあります。 
2. 電子メールを配信した際、メールアドレスに誤りがある、メールボックスの容量が一杯になっている、登録アドレスが認識できない等の状況に

あった場合は、リスク研究センターの判断により、登録者への通知なしに登録を削除できるものとします。 
  
【個人情報等】 
1. 滋賀大学では、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第59号）に基づき、「国立大学法人滋賀大学個

人情報保護規則」を定め、滋賀大学が保有する個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。 
2. 本サービスのアクセス情報などを統計的に処理して公表することがあります。 
  
【免責事項】 
1. 配信メールが回線上の問題（メールの遅延，消失）等によりお手元に届かなかった場合の再送はいたしません。 
2. 登録者が当該の週刊情報誌で得た情報に基づいて被ったいかなる損害については、一切の責任を登録者が負うものとします。 
3. リスク研究センターは、登録者が本注意事項に違反した場合、あるいはその恐れがあると判断した場合、登録者へ事前に通告・催告することな

く、ただちに登録者の本サービスの利用を終了させることができるものとします。 
  
【著作権】 
1. 本週刊情報誌の全文を転送される場合は、許可は不要です。一部を転載・配信、或いは修正・改変して blog 等への掲載を希望される方は、事前

に下記へお問い合わせください。   
  

 *尚、最新の本注意事項はリスク研究センターのホームページに掲載いたしますので、随時ご確認願います。 
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